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   開     議 

 

 

○鈴木富美子議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○鈴木富美子議長 日程第１、市政一般に関する

質問を行います。 

 なお、質問の時間は、答弁を含めて60分以内

となっておりますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、順次、指名いたします。 

 

 

 勝見英一朗議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 順位１番、議席番号３番、勝

見英一朗議員。 

  （３番勝見英一朗議員登壇） 

○３番 勝見英一朗議員 政新長井の勝見です。 

 本日の質問は、部活動と教員の働き方に関す

る緊急提言についての２点です。 

 まず、部活動について。 

 部活動の地域移行に関しては、これまで一般

質問で何度か取り上げられておりますので、直

面する課題の多さは理解できましたし、教育長

が何度も話しておられるように、できるところ

から始めるしかないことや、地域の子供を地域

が育てるという基本理念に立つとの姿勢も十分

に理解するところです。また、さきの文教常任

委員会協議会でも説明を受けました。その上で、

来年度からの部活動任意加入制を控え、確認し

ておきたいことがありますので、５点、教育長

に質問いたします。 

 最初に、学校管理下とはどの範囲なのかをお

尋ねいたします。これまで登下校を含めて学校

管理下と認識しておりましたが、そうではなさ

そうですので、明確にしておくために質問いた

します。 

 関連して、現在、全ての小・中学生が加入し

ている日本スポーツ振興センターが保険対象と

しているのは、学校管理下及び自宅と学校間の

通常の登下校の範囲までと理解してよろしいか

お尋ねいたします。 

 また、これも確認を含めてお尋ねいたします

が、生徒が地域クラブで活動する場合、放課後

に学校から真っすぐ地域クラブの活動場所に向

かうことは、日本スポーツ振興センターの保険

対象外ではあるが、認められていると認識して

よろしいか、伺います。 

 その際は、新たに別の保険に加入しておくこ

とが望ましいわけですが、そうした加入につい

てどのようにお考えかもお尋ねいたします。 

 これまでと同様、保護者と地域クラブに任せ

るという考えもあるかもしれませんが、昨年12

月の文部科学省及びスポーツ庁による総合的な

ガイドラインの中で紹介されている公益財団法

人スポーツ安全協会のスポーツ安全保障は、学

校管理下外のスポーツ活動、文化活動、ボラン

ティア活動、地域活動を対象として、年間800

円で通院、入院、後遺障害等の補償が行われる

とされており、生徒の学校外での多様な活動が

期待される今日、こうした保険の推奨も必要で


